
 

高崎市農業委員会 農地利用最適化推進委員募集要項 

 
　本年７月に任期が満了を迎える本市の農地利用最適化推進委員（以下「推進委

員」という。）について、農業委員会等に関する法律に基づき以下のとおり推進

委員を募集します。 
 
１　主な職務 

担当区域において農業委員会委員（以下「農業委員」という。）と連携し

て、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新

規参入の促進等の地域における現場活動を行います。（タブレット使用） 

 
２　委員候補者の資格 
　　　農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に

属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次のいずれに

も該当しない者とします。 
（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を 

受けることがなくなるまでの者 

（３）法令等で推進委員との兼職を禁止されている職にある者 

（４）高崎市暴力団排除条例（平成２４年高崎市条例第７２号）第２条第３ 

号に規定する暴力団員等 

（５）高崎市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経 

過しない者 

（６）人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０ 

条から第６３条までに規定する罪を犯し刑に処された者 

（７）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者　　　 

（８）市税等に滞納がある者 
 
３　募集人数 
　　　３４人 
　　　担当区域ごとの募集人数は、別表のとおりです。 
 
４　委員任期 
　　　令和８年７月２０日から令和１１年７月１９日まで（３年間） 
 



 
５　身分 
　　　高崎市の特別職の非常勤職員 
 
６　委員報酬 
　　　月額　５９，０００円 
 
７　推薦及び応募に係る手続き等 

所定の様式に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて農業委員会事務局

の窓口へ直接又は郵送により提出してください。様式は、農業委員会事務局

（高崎市役所１４階）の窓口で配布するほか、市ホームページからもダウン

ロードできます。なお、推薦及び応募に係る書類は、返却しませんのでご了

承ください。 
また、推進委員及び農業委員の両方に推薦又は応募することはできますが、

両委員を兼任することはできません。 
 
（１）提出書類 
　　①　農業者や農業者が組織する団体又はその他の関係者、団体等によ 

る推薦の場合・・・推進委員推薦書（様式第１号）、農地利用最適化 
推進委員の資格に関する宣誓書兼同意書（様式 

第２号） 

　　　　　※　推薦者が団体等の場合は１団体、個人の場合は３人以上の連署

による推薦が必要です。 
　　　　②　自ら応募の場合・・・推進委員応募書（様式第３号）、農地利用最 

適化推進委員の資格に関する宣誓書兼同意 

書（様式第２号） 

 
（２）添付書類（推薦・応募共通） 

　　　　①　委員候補者の市税等について滞納額がない証明（完納証明） 
②　（委員候補者が市外居住者の場合）住民票の抄本 
※　完納証明は、市役所２階資産税課、各支所税務課、各市民サービ 
スセンターで発行しています。 

　　　　　※　市内居住者については、住民票の提出は不要です。 
　　　　　※　完納証明及び住民票は、発行から３ヶ月以内のものとします。 
 
８　受付期間 
　　　令和８年２月１０日（火）から令和８年３月１３日（金）まで（必着） 
　　　　※　市役所開庁時間（平日）午前８時３０分から午後５時１５分まで 



９　選考方法 
　　　提出された書類をもとに選考します。また、必要に応じて高崎市農地利用

最適化推進委員候補者評価委員会が候補者を評価し、その結果を農業委員

会に報告します。 
 
１０　選考結果の通知 
　　　選考結果は、候補者全員に通知します。 
 
１１　推薦・応募内容の公表について 

提出された推薦書・応募書に記載された事項（住所、電話番号を除く）は、

受付期間の中間及び受付期間終了後に、市ホームページ及び農業委員会事務

局の窓口における閲覧により公表します。 

 
１２　問い合わせ・書類の提出先 
　　　〒370‐8501 
　　　高崎市高松町３５番地１（高崎市役所１４階） 
　　　高崎市農業委員会事務局／農林課 
　　　電話番号　０２７－３２１－１２９９（共通） 

 



別　表 
（担当区域及び定員） 

 
地域 担当区域 区域の範囲 定員

 

高崎 

新町

新高尾 

中川

新保町　新保田中町　中尾町　日高町　井野町　大

八木町　小八木町　正観寺町　問屋町一丁目　問屋

町二丁目　問屋町三丁目　問屋町四丁目　問屋町西

一丁目　問屋町西二丁目　浜尻町　緑町一丁目　緑

町二丁目　緑町三丁目　緑町四丁目

１人

 

旧市内 

塚沢 

佐野

相生町　赤坂町　旭町　東町　あら町　請地町　歌

川町　大橋町　鍛冶町　嘉多町　上和田町　北通町　

九蔵町　鞘町　下横町　下和田町一丁目　下和田町

二丁目　下和田町三丁目　下和田町四丁目　下和田

町五丁目　昭和町　白銀町　新紺屋町　真町　新田

町　末広町　砂賀町　住吉町　堰代町　台町　高砂

町　高松町　竜見町　田町　椿町　鶴見町　通町　

常盤町　中紺屋町　並榎町　成田町　檜物町　南町　

宮元町　元紺屋町　本町　八島町　柳川町　山田町　

弓町　四ツ屋町　寄合町　羅漢町　連雀町　若松町　

和田町　飯玉町　飯塚町　稲荷町　岩押町　江木町　

貝沢町　芝塚町　高関町　天神町　日光町　東貝沢

町一丁目　東貝沢町二丁目　東貝沢町三丁目　東貝

沢町四丁目　上佐野町　上中居町　北双葉町　栄町　

佐野窪町　新後閑町　下佐野町　下中居町　下之城

町　中居町一丁目　中居町二丁目　中居町三丁目　

中居町四丁目　双葉町　和田多中町

１人

 

片岡

石原町　片岡町一丁目　片岡町二丁目　片岡町三丁

目　城山町一丁目　城山町二丁目　寺尾町　乗附町　

聖石町　八千代町一丁目　八千代町二丁目　八千代

町三丁目　八千代町四丁目

１人

 南八幡 阿久津町　木部町　根小屋町　山名町 １人

 
八幡 

豊岡

金井淵町　剣崎町　下大島町　鼻高町　藤塚町　町

屋町　八幡町　若田町　上豊岡町　北久保町　下豊

岡町　中豊岡町

１人

 
六郷

上小鳥町　上小塙町　上並榎町　下小鳥町　下小塙

町　筑縄町
１人

 
長野

沖町　菊地町　北新波町　行力町　浜川町　南新波

町　楽間町　我峰町
１人

 
大類

上大類町　柴崎町　下大類町　宿大類町　中大類町　

南大類町
１人

 岩鼻 

倉賀野 

新町

岩鼻町　栗崎町　台新田町　東中里町　矢中町　綿

貫町　倉賀野町　宮原町　新町
１人



 
地域 担当区域 区域の範囲 定員

 
高崎 

新町

京ヶ島
大沢町　京目町　島野町　西島町　萩原町　元島名

町　矢島町
１人

 
滝川

上滝町　下斎田町　下滝町　宿横手町　中島町　西

横手町　八幡原町
１人

 

倉渕

三ノ倉 

水沼
倉渕町三ノ倉　倉渕町水沼 １人

 権田 倉渕町権田 １人

 岩氷 

川浦
倉渕町岩氷　倉渕町川浦 １人

 

箕郷

車郷
箕郷町白川　箕郷町善地　箕郷町富岡　箕郷町中野　

箕郷町和田山
２人

 
箕輪

箕郷町金敷平　箕郷町上芝　箕郷町下芝　箕郷町西

明屋　箕郷町東明屋　箕郷町松之沢　箕郷町矢原
１人

 生原 

柏木沢
箕郷町生原　箕郷町柏木沢 １人

 

群馬

金古 足門町　金古町 １人

 堤ケ岡 菅谷町　中泉町　福島町　三ツ寺町　棟高町 １人

 
国府

後疋間町　北原町　塚田町　稲荷台町　西国分町　

東国分町　引間町　冷水町
１人

 上郊 井出町　中里町　保渡田町 １人

 

榛名

室田
上室田町　下室田町　中室田町　榛名湖町　榛名山

町
３人

 里見 上大島町　上里見町　下里見町　中里見町 ２人

 
久留馬

神戸町　十文字町　白岩町　高浜町　三ツ子沢町　

宮沢町　本郷町
２人

 

吉井

吉井東 

吉井西

吉井町池　吉井町塩川　吉井町下長根　吉井町矢田　

吉井町吉井　吉井町吉井川　吉井町片山　吉井町小

棚　吉井町長根　吉井町本郷

１人

 岩井 

小暮 

馬庭

吉井町岩井　吉井町小暮　吉井町南陽台一丁目　吉

井町南陽台二丁目　吉井町南陽台三丁目　吉井町馬

庭

１人

 
入野

吉井町石神　吉井町小串　吉井町黒熊　吉井町多比

良　吉井町中島　吉井町深沢
１人

 
岩平

吉井町岩崎　吉井町上奥平　吉井町坂口　吉井町下

奥平
１人

 
多胡

吉井町大沢　吉井町塩　吉井町神保　吉井町高　吉

井町多胡　吉井町東谷
１人


